
元気に歩き、楽しく通う
いつまでも住み慣れた自宅で生活するために

医療法人  徳新会

院長　菊　地　次　郎
ドラゴンクリニック

ドラゴンクリニックまたは
https://dragon.tokushukai.or.jp/でご覧ください。

内科  　循環器内科  　整形外科
各種検査

実施

三種町浜田字上浜田１ 各種予防接種も実施中ですので
電話85ー4666までお問い合わせください。 お気軽に相談・問い合わせください♪
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●葬儀の流れ・内容・必要な費用が確認できます
●お連れ先や会場選びの基準が明確になります
●不明点を明白にし葬儀への不安が払拭されます

「みどりの会」ＪＡ

入会金10,000円（税込）
　のみ

ホームページもご覧ください。

遺品の整理、お部屋の片付け・
清掃、除菌・消臭、タンス等一点から承ります
（元気なうちに行う生前整理も承ります）

遺品整理
（生前整理）

仏壇の購入、買い換え及び修復、墓石の
建立、墓誌名入れ等のご相談仏壇・墓石

忌明から回忌法要における祭壇の貸し出し、
花、供物、料理、引出物等のご準備法要

どんなことでも
お気軽に

ご相談ください。
（ご予約優先）

TEL.0185－54－3004広告

◆問い合わせ先　秋田年金事務所　☎018－865－2392　　健康推進課医療年金係　☎85－2137
　　　　　　　　琴　丘　支　所　☎87－3516　　　　　　山　　本　　支　　所　☎83－2115

年金
 だより

令和８年度分の国民年金保険料免除・
　　　　　　　納付猶予申請のお知らせ

　令和８年度分（令和８年７月分～令和９年６月分）の国民年金保険料免除・納付猶予申請の受け付
けを開始します。
　未納の状態が続くと、将来の老齢基礎年金や、障がい・死亡といった不慮の事態が発生したときの
障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料の納付が難しい場合は、「保険料免除制度」や「保険料納付猶予
制度（50歳未満）」をご利用ください。詳しくは、健康推進課へご相談ください。
※�失業に伴う保険料免除申請の場合は、ハローワークから発行される離職票または雇用保険受給資格
者証をご用意ください。

◆保険料免除制度
　前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、経済的な理由で納付が難しい方が対象です。免
除される額は、全額、４分の３、半額、４分の１の４種類です。
◆保険料納付猶予制度
　20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方が対象です。

　※令和８年度分の免除等申請受付期間は、７月１日から令和９年６月末までです。
　※免除申請は、保険料の納付期限から２年までさかのぼることができます。

広報 みたね
mitane town
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